
11月25日～12月１日は「犯罪被害者週間」です

犯罪被害者等支援パネル展

愛知県犯罪被害者等支援条例

　愛知県では、2022年４月１日に「愛知県犯罪被害者等支援条例」を施行し、犯罪被害者やその御家
族、御遺族への支援の取組を進めています。
　犯罪被害者等を支え、誰もが安全に安心して暮らすことができる社会を実現するため、犯罪被害者
等が置かれている状況や、支援の必要性について理解を深めていただきますようお願いします。

　「犯罪被害者等の権利利益の保護、受けた被害の回復又は軽減及び生活の再建を図ること」、
「犯罪被害者等を支え、誰もが安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与すること」
を目的に、基本理念を定め、県、県民、事業者及び民間支援団体の責務を明らかにし、犯罪被害
者等支援に関する施策の基本となる事項を定めています。
※条例の詳しい内容については、愛知県県民安全課Webページをご覧ください。
　URL：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/victim-support.html

愛知県では、国籍などのちがいにかかわらず、すべての県民の皆様が、ともに安心して暮らし活躍で
きる「多文化共生社会」をめざしています。そこで、毎年11月を「あいち多文化共生月間」と定め、多文
化共生に関する理解の促進や、日本人県民と外国人県民との交流の推進に向けて、情報発信やイベン
ト開催などを集中的に行います。
市町村・ＮＰＯ団体等の県内各地で開催されるイベントに是非ともご参加いただき、一緒に「多文化
共生」について考えてみませんか。

※多文化共生とは、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地
域社会の構成員として共に生きていくこと

　犯罪被害者の遺影や御遺族の思い等が掲げられた「ＮＰＯ法人犯罪被害当事者ネットワーク緒あしす」のパネル
を展示します。
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１．場　所：なごや人権啓発センター　ソレイユプラザなごや
　　期　間：2022年11月１日（火）～12月１日（木）
２．場　所：愛知県警察本部
　　期　間：2022年11月28日（月）～12月２日（金）

11月は「あいち多文化共生月間」です！

愛知県多文化共生シンボルマーク

犯罪被害者等支援
シンボルマーク
「ギュっとちゃん」

イベント情報 あいち多文化共生センターのご案内

「外国人県民との共生を考える～多文化共生社会をめざして～」
期　間：2022年11月２日(水)～30日(水)
会　場：愛知県東大手庁舎３階
　　　（名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎３階）

あいち人権センター企画展

「あいち多文化共生ネット」からご確認ください。
URL：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/

各イベントについての情報は

（公財）愛知県国際交流協会では外国人県民の方を対象に、多文化ソ
ーシャルワーカーによる日常生活に関する相談・情報提供をポルトガル
語、英語をはじめ14言語で行っています。また、無料の弁護士相談及び
在留・労働・消費生活に関する専門相談を予約制で行っています。対応
言語や予約方法等の詳細は、協会のホームページでご確認ください。
日　時：月曜日～土曜日 10:00～18:00
場　所：あいち国際プラザ
　　　  （名古屋市中区三の丸2-6-1  愛知県三の丸庁舎１階）
電話番号：052-961-7902
URL：http://www2.aia.pref.aichi.jp/sodan/
　　　　　　 j/sodancorner.html

県民文化局 県民生活部 社会活動推進課 多文化共生推進室
電　話：052-954-6138  E-mail:tabunka@pref.aichi.lg.jp問合せ先  

※この他にも、県内各地でパネル展を開催しています。　URL：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/panel.html


